
別 添 

質疑応答の状況（要旨） 

質 問 ・ 意 見 回    答 

 

○企業団発注工事の状況について 

Ｑ１ 平成 30 年 12 月～平成 31 年３月の間

の契約件数が 61 件だったのに対し、平成

31 年４月～令和元年７月の契約件数が 22

件と少ないが、今後も同じ傾向なのか。 

 

Ｑ２ 一般競争入札において１者応札の案件

が多いが、競争性はあるのか。 

 

 

 

○指名停止の状況について 

Ｑ１ 入札監視委員会は指名停止に対してど

う関わるべきか。 

 

 

 

Ｑ２ 同じ業者が今年度も指名停止措置とな

っているが、措置期間は同じなのか。 

 

 

 

○抽出案件について 

 

 

 

Ａ１ 年度当初の契約件数は少なくなる傾向

にあるが、今後は発注の平準化を図ってま

いりたい。 

 

 

Ａ２ 発注の際は、一定の参加可能業者数を

勘案して入札参加要件を設定しており、競

争性を持たせている。 

 

 

 

Ａ１ 入札監視委員会には報告のみとなる

が、企業団では、指名停止措置要件に該当

する情報収集に努め、適正に運用してい

る。 

 

Ａ２ 再犯加重要件に該当しなかったため、

同じ措置期間とした。 

１ 中讃ブロック統括センター建築工事 

 

質問・意見なし 

 

 

 

 

２ 一宮町外１町口径 800mm 配水管布設工事  

Ｑ１ 総合評価調書における技術提案の項

目について、評価の内訳を示してほし

い。 

 

Ａ１ 次回の入札監視委員会から内訳の点数

がわかる資料を添付する。 

 

３ 西部浄水場ドレン弁外修繕工事  

 

質問・意見なし 

 

 

４ 中部浄水場環境整備工事  

Ｑ１ 入札業者が、適用される消費税率を

取り違えたとあるが、他の入札案件でも

あったのか。 

 

Ａ１ 一部の指名競争入札案件において、税

率の計算違いのケースはあったが、一般競

争入札では発生していない。 

 

５ 綾川浄水系環境整備工事 

Ｑ１ 指名業者数が多いが、その理由は。 

 

 

 

Ａ１ 今年度から企業団が作成した入札参加

資格者名簿に切り替わったことで、名簿登

載業者が変動したことから、入札不調を避

けるために通常より多くの業者を指名し

た。 

 


